
Ａ 算数数学検定を年間２回実施
Ｂ スクールサポートティーチャー 28 名を配置
Ｃ ＡＬＴ 23 名を全小中学校に配置
Ｄ 読書相談員を全小中学校に配置
Ｅ スクールアクティブサポーター（ＳＡＳ）の配置
Ｆ 特別支援教育支援員を配置
Ｇ 英語検定料補助金制度の実施
Ｈ ＩＣＴ支援員の派遣
Ｉ  プログラミング学習に関する連携協定を

生かした活動の推進
Ｊ デジタル地球儀を活用した授業改善
Ｋ 日本語支援員の配置（日本語初期指導の充実）
Ｌ  医療的ケア支援事業の推進

Ａ 生徒指導担当者研修会の開催（年２回）
Ｂ 心の相談員の配置
Ｃ 市教育相談教室の実施
Ｄ 市教育支援教室「あさひ学級・オンライン

あさひ学級」の活用
Ｅ 市スクール・ソーシャル・ワーカーの配置・活用
Ｆ 木更津市合同生徒会による連携
Ｇ アート体験活動の推進
Ｈ 「らづーＴ」（きさらづゲストティーチャー）

の更新および活用の推進
Ｉ 長欠目標値、具体的取組の設定
Ｊ 学習活動研究発表会の充実
Ｋ 木更津『教育の日』研修会の開催

Ａ 市食育推進計画・アクションプランの活用
Ｂ 学校安全ガイドラインの活用
Ｃ  熱中症ガイドラインの活用
Ｄ 部活動ガイドラインの活用
Ｅ  防犯ブザー（小１）の配付
Ｆ  安心・安全メール (ＬＩＮＥ )の配信
Ｇ 走り方教室の開催（木更津高専との連携）
Ｈ 「救急こども安心カード」の活用
Ｉ 防災ジュニアハイスクールの実施
Ｊ 子どもの見守りサービスの拡充

☆研修による指導力の確立☆☆研修による指導力の確立☆ ☆家庭・地域社会との協働☆☆家庭・地域社会との協働☆ ☆教職員のチーム力の向上☆☆教職員のチーム力の向上☆
①夏季教職員研修に積極的に参加する
②魅力ある校内研修を推進する

① 地域の特色にあわせた、学校支援ボランティア活動を推進する
②地域交流センターと連携した取組を推進する

①校内組織を見直し、組織の活性化を図る
②教職員の働き方改革ガイドラインの取組を推進する

①学校による自己評価（統一20項目）　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②学校関係者評価　③結果の公表

①

②

★ 「学校評価木更津システム」を効果的
に活用する。

★ 生徒指導の機能を活かした学級経営、
授業づくりを推進する。

★ 生徒指導部会を定例化し、関係機関と
の連携ネットワークを明確にする。

③

★ 「考え、議論する道徳」を意識した特別
の教科道徳の学習を、年 35 時間実施する。

★ 地域行事に積極的に参加させる。
　（地域との連携・ボランティア活動等）

④

★ 「木更津市いじめ防止対策基本方針」に
則した各学校の基本計画を改訂し、いじ
め防止、いじめ対応の体制強化を図る。

★いじめ実態調査を年間 3 回行う。
★学級経営、いじめ防止対策（生徒指導・

教育相談・望ましい集団づくり・発達段
階による特性）に関する校内研修を行う。

★１学期中に全ての学年でいじめ防止授
業を実施する。

★ 児童生徒の自治的活動による「いじめ防
止」を推進する。

⑤

★「きさらづ地域循環共生圏」に係る内
容について学習する機会を設定する。

★里山・里海など、市内の自然を活かし
た環境教育の充実を図る。

⑥

★ 長欠対策部会を組織し、会議を定例化
するとともに、長欠児童生徒の実態に
応じた有効な支援を講じる。

★ 市教育支援教室「あさひ学級・オンラ
インあさひ学級」を効果的に活用する。

★ ＳＣ、心の相談員、ＳＳＷ等の役割を
明確にし、効果的に活用する。

★ 市教育相談教室を効果的に活用する。

⑦
⑧

★ 自らテーマを決めて研究できる体制をつ
くり、研究発表を行う場を設定する。

※令和８年度　学校教育「新木更津プラン」 ： 木更津市教育委員会学校教育課・まなび支援センター

①基礎的・基本的学力の定着
② 子ども中心の学び（個別最適な学び・
　協働的な学び）を目指した授業改善
③学習に前向きな学級・集団づくり
④特別支援教育の充実
⑤読書活動の推進
⑥ＩＣＴを活用した学習活動の定着
⑦外国語・国際理解教育の充実
⑧キャリア教育の推進
⑨家庭学習の習慣化
⑩プログラミング教育の推進

① 正しく前向きな自己決定を促す生徒指導
の推進

②自己肯定感を高める言葉がけの推進
③道徳教育（人権教育）の充実
④いじめのない学級・集団づくり
⑤ＳＤＧｓ教育の推進
⑥長期欠席児童生徒対応の取り組みの強化
⑦コミュニケーション能力の育成
⑧共に学ぶ体験活動の工夫・充実

① 健康意識・食品選択能力を育てる食育
の推進

②健康的な生活習慣の定着
③運動意欲の高揚と体力の増進
④保健・体育授業の工夫・改善
⑤災害に備えた学校安全指導体制の充実
⑥地域の安全ネットワークの整備・充実
⑦児童生徒のメンタルヘルスの強化
⑧基本的な感染症対策の徹底

学 校 に お け る 具 体 的 取 組学 校 に お け る 具 体 的 取 組

教 育 委 員 会 の 重 点 施 策教 育 委 員 会 の 重 点 施 策

①

②

③

★ 年間１回は、算数数学検定を受検する
ように働きかける。
※算数・数学検定ドリル（過去問題）の活用

★ 相互授業参観を定期的に設定する。
★ 学びのゴールを明確化し子どもが見通し

をもって学ぶことができ、説明・問答・
活動を織り込んだ授業を展開する。

★ 県標準学テにおいて、各学年各教科で半
数以上の児童生徒が県平均点を上回る。

★ 小学校において、教科担任制、交換授
業の導入を積極的に行う。

④

★校内委員会を定例化し、個別の教育支援
計画、個別の指導計画の作成、活用を
図る。( 通常の学級含む )
※特別支援教育木更津システムの活用

⑤
★ 月１冊以上読書する児童生徒を90％以

上にする。（読書０の児童生徒をなくす）
★ 市立図書館を効率的に活用する（電子図書を含む）

⑥

★ 情報化推進チームを組織し、教職員の
ＩＣＴ活用指導力の向上を図る。

★全教職員がＩＣＴを活用した授業を行う。
★ ＩＣＴを活用した実践例をまなび支援

センターＨＰで共有し、活用する。

⑦

★ ＡＬＴとのティームティーチングや、ＡＬＴの活
用を工夫することで、外国語教育を充実させる。

★ 国際交流教育ネットワークを活用し、外国の子どもと触
れ合う機会を増やすことで、国際理解教育を推進する。

⑧
★（小）6 年生の就業密着観察学習を推進する。

（中）2 年生の職場体験学習を充実させる。

⑨
★ 家庭学習啓発資料の作成・配付やＡＩドリルの活用等、

家庭学習の工夫や定着を目指した取り組みを行う。

⑩
★ プログラミング学習に関する連携協定を活用し、

プログラミング教育の充実を図る。

①

②

★（小） ３年生以上で年間１回「栽培」→
「調理」→「食す」体験学習を
実施する。

（ 中） 望ましい食生活に関する指導を、
全学級で年間 1 回行う。

★ 各教科・領域の横断的学習に配慮した
食育計画を立案し、実施する。

★ 一人一人の生活リズムを把握し、教育
相談に活用する。

③

★ 運動能力証合格率の上昇を目指す。
★ 千葉県体力・運動能力調査の結果を分析し、

体育授業の工夫・改善を通して、運動意欲
の高揚と運動習慣の定着を図る。

④

★ 保健の授業等で、生活習慣病の予防及びがん教
育、薬物乱用防止教育、性に関する教育、性犯
罪・性暴力の根絶に向けた取組の実施に努める。

★ 保健指導の充実を目指し、学校保健委員会
を年間１回行う。

⑤

★ 学校安全ガイドラインに基づき、学校安全
指導マニュアルの改訂を行い、機能的な学
校安全体制を確立する。

★ 実践的避難訓練 ( 予告なし ) を年間１回実施する。
★ＡＥＤの使用を含め、心肺蘇生法及びアレルギー

等、緊急時の対応に関する研修を定期的に行う。
★ 遊具を含めた学校施設の安全点検を日常化する。
★ 児童生徒の安全意識の高揚を図る。特に自

転車の乗り方については、交通安全教室を
実施するとともに、横断歩道の渡り方や通
行の仕方について、指導の強化を図る。

⑥ ★ 登下校の安全確保のための安全パトロ
ール組織の充実を図る。

⑦ ★定期教育相談を年間 2 回以上実施する。

⑧
★ 年間を通じて適切な換気を継続し、手

洗い・咳エチケットの指導を徹底する。

学校評価木更津システム学校評価木更津システム

「自立する力」と「共生する姿勢」を身につけた児童生徒の育成「自立する力」と「共生する姿勢」を身につけた児童生徒の育成
家庭・地域社会から信頼される魅力ある学校づくり

「考える力」「主体性」を伸ばす
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Ⅰ 学校教育の重点目標

「自立する力」と「共生する姿勢」を身につけた児童生徒の育成
家庭・地域社会から信頼され、魅力ある学校づくり

「考える力」「主体性」を伸ばす

Ⅱ 推進方策

　１．基盤となる方策

 （１ ） 「家庭、地域社会、学校・行政によるトライアングル子育て運動」を更に推進し、「地域
に開かれた学校」、「地域に信頼される、 魅力ある学校」をつくる。
①学校支援ボランティア活動推進事業の推進を図る。
　・校内交流会の定例化と実践発表会の開催方法を工夫する。
　・担当教職員とボランティアコーディネーターの連携の複線化を図る。
　・実践発表動画の活用を図る。
②学校評議員会と学校運営協議会の充実を図る。
　・学校の教育活動を公開する。
　・外部評価委員としての活動の充実を図る。
　・学校評価「木更津システム」の結果に基づき、よりよい学校運営を推進する。
③家庭との連携の重要性を認識し、教師と保護者の信頼関係を構築する。
　・ＨＰの充実　・各種たよりの工夫　・家庭訪問、三者面談、オープンスクール等の工夫
④ 学校種間、研究機関、社会教育機関、高等教育機関、地域交流センター等と連携した取
り組みの充実を図る。

 （２ ） Ｐ（計画） ・Ｒ（調査） ・Ｄ（実施） ・Ｃ（評価） ・Ａ（改善）のマネジメント・サイクルを柱に、
教育施策を推進し、学校教育の活性化に努める。
①学校評価「木更津システム」に基づいた学校評価及び教育施策評価を行う。
②人事評価制度を効果的に活用し、教職員の資質力量を高める。

 （３ ） 教職員の年齢層やニーズに応じた教職員研修を企画運営するとともに、授業改善プログ
ラムを生かし、教職員の資質力量の向上を図る。
①初任者、ミドルリーダー研修を有効に活用する。
②夏季教職員研修に積極的に参加し、資質力量の向上のための研さんに努める。
　・若年教員が主体的に研修できる体制を整備する。
③オンライン研修を推進する。

 （４）学校における働き方改革に向けた、業務改善の推進を図る。
①教職員の働き方改革ガイドラインの周知と取組を推進する。
② 勤怠管理システムを活用し、教職員の出退勤時刻の管理と、学校行事や業務内容の見直
しを行う。

③「部活動ガイドライン」に沿った、適正な部活動運営を推進する。
④学校事務共同実施の推進や、校務支援システムの有効活用を図る。

　２．学習習慣の形成

 （１ ） 学習指導要領に基づいた教育課程を編成するとともに、カリキュラムマネジメントに努
め、効果的な教育諸活動を推進する。

 （２ ）子ども中心の学びの実現に向けて、「授業改善」、「学習に前向きな学級集団づくり」、「学
習評価の充実」について、校内研究・教職員研修を計画的、継続的に推進する。
①層別教員の相互授業参観を推進し、校内における授業研究を充実する。
②小学校において教科担任制・交換授業を積極的に行う。
③ 全国学力・学習状況調査の分析ツールを活用するとともに、県標準学力検査の結果を分
析し、課題解決のための具体的取組を実践する。

 （３）算数数学検定を積極的に活用し、基礎・基本の定着と学習意欲の喚起を図る。
 （４ ）「第５次木更津市子ども読書活動推進計画」に基づき、読書活動の一層の充実を図る。

① 学校図書館蔵書管理システムを活用しながら、読書相談員や学校支援ボランティアと連
携し、読み聞かせの充実や学校図書館の整備に努める。

令和８年度　学校教育の重点目標及び推進方策



② 「読書の日」の有効活用や電子図書サービスの利用等、市立図書館、家庭との連携に努め、
読書に対する意欲の喚起を図る。

 （５ ）共生社会構築のための特別支援教育の意義を理解し、特別な支援が必要な児童生徒の指
導の充実に努める。
①保護者との連絡を密にしながら、関係機関との連携に努め、適切な就学支援を行う。
② 「特別支援教育木更津システム（第４版）」に基づき、 校内の特別支援教育体制の確立を
図る。

③ 児童生徒の実態に応じて個別の教育支援計画、個別の指導計画を作成し、校内委員会を
定例化する。

④ スクールサポートティーチャー（ＳＳＴ）および特別支援教育支援員配置校は、特別支
援教育に関する実践研究を行い、成果を広める。

 （６ ）家庭学習の定着を目指し、ＡＩドリル等を活用した、児童生徒一人一人の学習意欲や学
習スタイル等に応じた個別支援の充実を図る。

 （７ ）勤労意欲や正しい職業観を育成するためのキャリア教育の充実を図る。
①児童生徒の発達段階に応じた学習活動の中で、効果的なキャリア形成を図るために、
　「キャリアパスポート」を有効に活用する。
②小学校では、第６学年で半日間程度の就業密着観察学習を実施する。
③中学校では、第２学年で３日間程度の職場体験学習を実施する。

 （８）外国語教育の充実と国際理解教育の推進に努める。
① 学習指導要領の外国語活動および外国語科に対応した授業づくりの研修を進め、教職員
の指導力の向上を図るとともに、外国語指導助手（ＡＬＴ）を効果的に活用することに
よって、言語活動を通した指導を充実させる。

② 国際交流教育ネットワークの活用等を通して、児童生徒のコミュニケーション能力の向
上や異文化理解などの国際理解教育を推進し、グローバル社会に生きる児童生徒の育成
に努める。

③ 中学校３年生を対象にした英語検定３級の検定料補助制度を活用し、英語の学習意欲向
上を図る。

 （９） 新しい社会Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０に対応するための、情報教育の推進に努める。
① １人１台タブレット等の教育機器の効果的活用を通し、児童生徒の情報活用能力の育成
に努めるとともに、個人情報保護及び情報モラルの高揚（ＳＮＳに関する指導含む）に
努める。

② 教職員の情報活用能力向上にむけた研修の充実に努める。
③校内情報化推進体制の確立を図り、全教職員のＩＣＴの活用指導力の向上を図る。
④ 木更津市におけるプログラミング学習に関する連携協定を生かし、プログラミング教育
の充実を図る。

　３．自他を大切にする心の育成

 （１ ） 教育活動全体を通じ、人権教育、道徳教育を推進し、児童生徒の人権意識の高揚に努める。
① 児童生徒の自己肯定感の醸成を目指した適切な場面・適切なタイミング・適切な内容の
言葉がけを意図的に行う。

② 「考え、議論する道徳」 を意識した 「特別の教科道徳」 の学習を、年間３５時間実施する。
③ 地域の行事や学校支援ボランティア活動等の様子を紹介し、地域の行事に児童生徒が積
極的に参加できるようにする。

 （２）  教職員の意識啓発と「いじめの予防」、「いじめが起きた場合の連絡指導体制づくり」を
柱とし、いじめのない学校づくりを推進する。
① 「木更津市いじめ防止対策基本方針」に則し、各学校の実情に応じた「学校いじめ防止
対策基本方針」を改訂し、いじめ防止、いじめ対応の体制強化を図る。

② 学級経営、いじめ対策に関する校内研修をとおし、教職員・児童生徒・保護者が、「い
じめはどこにでも存在する。誰でも加害者、被害者になり得る。」という意識を持つ。

③ 児童会活動や生徒会活動等、児童生徒の自治的活動による「いじめ防止」を推進する。
④ 定期的にいじめの実態を把握し、いじめが起きた場合には、迅速かつ組織的な対応がで
きるような体制を確立する。

⑤ いじめに関する知識を身につけ、 未然防止につなげるための「いじめ防止授業」を実施し、
いじめの発生を抑止する。

 （３）機能的な生徒指導体制づくりに努め、自己肯定感を高める生徒指導の一層の充実を図る。
① 生徒指導に関する教職員研修を充実し、生徒指導の機能を生かした学級経営、授業づく
りを推進する。



②生徒指導部会を定例化し、生徒指導体制を的確に機能させる推進組織とする。

③生徒指導上の諸課題に対しては、 生徒指導体制の下、全教職員で連携し、組織的に対応する。

④ 児童生徒の自己肯定感を高めるとともに、教職員が児童生徒の人間関係能力を育成するス

キルを習得するための研修を推進する。

 （４ ） 教育相談体制を整備し、長欠、不登校児童生徒の予防的指導を強化するとともに、長欠
児童生徒に対して、一人一人の実態に応じた支援を行うことで、長欠、不登校状態の改善・
解消に努める。
① 的確な児童生徒理解を推進するため、定期的に教育相談期間を設置するとともに、日常

的に教育相談が行われるような教職員の意識啓発に努める。

②長欠児童生徒対策部会を定例化し、長欠、不登校児童生徒に組織的に対応する。

③ 児童生徒、保護者からの相談窓口を明確にするとともに、スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカー、心の相談員、市教育相談教室などの学校外の相談機関との連携

を図り、教育相談ネットワークを構築する。

④ 市教育支援教室（あさひ学級・オンラインあさひ学級）を設置し、不登校児童生徒の社

会的自立に向けた支援に努める。

 （５ ）「いっせんぼく」や「盤洲干潟」などの里山・里海を市内校外学習のルートに入れたり、
総合的な学習の時間で取扱うことで環境教育の充実を図る。

 （６ ）日常の児童生徒の様子に注意し、虐待が疑われる場合は、児童相談所をはじめとした関係
機関と連携し、児童生徒の安全を最優先とした迅速な対応に努める。

　４．健康・安全意識の確立

 （１ ） 「食」に関する指導の充実を図り、児童生徒の健康管理能力を高め、健康的な生活習慣
の定着を推進する。
①望ましい食生活に関する指導を、児童生徒の発達段階に応じ、意図的・計画的に行う。

②毎日の給食指導の中で、「食」に関する指導の日常化を図る。

③「早寝・早起き・朝ごはん」運動を推進する。

 （２） 保健体育に関する授業の工夫改善を行い、児童生徒の健康維持、体力向上に努める。
①運動課題を明確にし、達成感を味わえる授業づくりに心がける。

② 保健の授業を計画的に実施するとともに、生活習慣病の予防及びがん教育、薬物乱用防

止教育、包括的性教育の実施に努める。

③ 児童生徒の健康づくりを推進するため、保健室経営の充実と年間計画に基づいた、計画

的な保健指導の推進に努める。

④ 学校保健委員会を定例化し、家庭、地域社会、学校の三者の協力により、組織的に児童

生徒の健康づくりを推進する。

 （３ ） 学校安全指導マニュアルを改訂し、「学校安全ガイドライン」に基づいた機能的な学校安
全指導体制を確立し、児童生徒の安全指導の充実を図る。
① 地震・火災・風水害・不審者対応に関する避難訓練（予告なし・引き渡し等）を実施し、

児童生徒の安全意識及び危険回避能力を高める。

② 遊具を含めた学校施設の安全点検の日常化を図り、学校事故を未然に防止するシステム

を確立する。

③ エピペンやＡＥＤの使用方法を含め、緊急時の対応に関する研修を定期的に行う。

④  「救急こども安心カード」を救急隊員等に提供することで、けがやアレルギー症状等の

緊急時に、速やかで適切な対応と引き渡しを行う。

⑤ 中学校では、防災ジュニアハイスクールを活用し、防災意識を高めるとともに、防災対

応のスキルを身につける。

⑥  「熱中症ガイドライン」に基づいて熱中症の危険について正しく理解し、熱中症指数モ

ニター等の活用により事故防止に努める。

 （４） 地域の安全ネットワークの整備に努め、児童生徒の安全対策の強化を図る。
① 学校支援ボランティア、ＰＴＡ等と連携し、児童生徒の登下校の安全確保のための安全

パトロール組織を構築する。

② 学校安全、交通安全等、安全に関する授業や行事等を取り入れ、児童生徒の安全意識の

高揚を図る。特に自転車の乗り方については交通安全教室を実施するとともに、横断歩

道の渡り方や通行の仕方について、 指導の強化を図る。

 （５ ） 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」に
沿って、各学校で適切な活動時間や休養日の設定等の基準に沿った部活動運営に努める。


